
笠岡放送株式会社 

ゆめネット インターネット接続サービス契約約款 新旧対照表(2023年 4月 1日版) 

(下線は変更部分) 

変更前(2022年 7月 20日版) 変更後(2023年 4月 1日版) 

第５０条（氏名等変更の届け出） 

契約者は、氏名、名称、住所若しくは居所又は請求

書の送付先に変更があった場合、当該変更を速やか

に当社に届け出るものとします。ただし、当該変更

があったにもかかわらず、当社に届け出がないとき

は、当社から契約者に行う通知又は意思表示（以下

「通知等」といいます）は、当社に届け出を受けて

いる氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書の送

付先への郵送等の通知等をもってその通知等を行

ったものとみなすものとします。 

第５０条（氏名等変更の届け出） 

契約者は、氏名、名称、代表者、住所若しくは居所

又は請求書の送付先に変更があった場合、当該変更

を速やかに当社に届け出るものとします。ただし、

当該変更があったにもかかわらず、当社に届け出が

ないときは、当社から契約者に行う通知又は意思表

示（以下「通知等」といいます）は、当社に届け出

を受けている氏名、名称、代表者、住所若しくは居

所又は請求書の送付先への郵送等の通知等をもっ

てその通知等を行ったものとみなすものとします。 

 


